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／ｒ例第
ツクイ

号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業 者 排 出 畳 肖」 減 計 画 書 に直垂わナ 変 更)

と 1該 当する□には レ 印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される手業者の方は、 レ印の記入は不要です。

2 r基 準年度Jと は計画期間の前年度を 「 日標年度Jと は計画Fr間の最終年度をいいます。

3「 事業所年排出区分Jと は、京都市内の事業所争の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ノスを、 「輸送車両排出区分J

とは、自動車運送事業者については使用の本ltlの位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道車業者については保有する貨物車

両スは旅客車両の排出する温ヨ効果ガスを、 「そのltllF出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効

果ガスをいいます。
4「 特記事項Jに は 平 成 2年度 (1990年 度)を 基準とした排出ユの対比やエネルギー原単位CO妨 出こ 省 エネ製品開発などlL者の温室

効果ガス排出百り減への貫献 グ ツーン調達の採用 特 定フ,ン などの条例指定タトの温室効果ガスの削減などを記入 してください。
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住所 (法人 にあつては、三た る軍務所の所在地 )
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京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に決

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック

又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模JF出
事業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

計 画 期 間 平成  17 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 劉 エネルギー消費効率の削減、廃築物排出量の削減を目指す。

推 進 体 制 事務局長を筆頭に職員及び協力会社が連携 しエネルギーの節減に努める。

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

7

施設部門 高効率蛍光灯等の省エネルギー型照明器具に取誉し使用する。

17～20 会館事務局 事務所内の空翻適混化及びクール ビズを実施する。

17～ 20 清掃部門 莞薬物処理においてツサイクルに出すよう努める。

施設部門 イベントホール展/rs場の照明 空 翻敵偏改修工事 〈予算要求中)

温室効果〃ス

の排 出量等 排出区分
基準年度 (冥積 )

(17)年 度
てこ酸化炭素張算 〈̀ ))

日棟 年 度 (計四 ,

(19)年 度
(二酸化炭素棋算 (t))

自」源挙

(計画)
(%)

A事 業所等排出区分 3,862 t 3,786 t -20 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲ1                3,862 t ヤ2               3,786 t -20 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (Pt画)

〈二酸化炭素張鼻 (|

森林の保全及び整備 (整韓面積) ha (吸収二 ) t

府内産の本材の利用 (利用量) m〕 (削減二) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電量) kwh (削減曇) t

〈熱供給畳) C」 (肖Ⅲ減差) t

グ リー ン電力の購入 (購入■) (削減室) t

削減量等合計 t

差 引排 出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

3 862 1 てウ)(●3)        3786 0  t - 2 %

特 記 事 項 ヨージェネレーションシステム導入 事 務所内の温度設定の変真等を採用 し、有エネルキーイヒに取り組んでいる。

近年会議件数が増加傾向にあり、総エネルギー使用量についても比例して増加 しております。しかしながら、省エネ
ルギー未採用の設備に対して改修を行い省エネルギー化に今後共努力致します。
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